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札 幌 医 科 大 学 の 定 員 自 由 化 に 関 す る

 

学 則 変 更 届 出 先 の 知 事 へ の 変 更

現

状

・公立大学法人の学生の定員の変更は、学校教育法施行令第２６条により、国へ

 

の学則変更の届け出を要する。

・現在、札幌医大の定員は１００名（うち道内高卒者を対象とした一般推薦選抜枠

 

２０名）を確保しているが、国立大学法人の定員が削減（北大１２０→１００名、旭

 

医大１２０→１００名）されている。

・道内においても医師偏在が顕著であり、医師や患者の負担となっている。

・公立大学法人が定員を増やす場合、法律上は届出であるが、「閣議決定」や

 

「関係大臣連名の確認書」という法令以外の制約があり、実質的な認可事項とし

 

て運用されている。
「閣議決定」：医学部定員の削減
「関係大臣連名の確認書」：医師不足県への暫定的な定員増を認めるも、

道には認められていない。
・将来、公立大学法人の定員増に必要な財源などは、大学及び設立団体である

 

道負担となるが、中長期的な医師養成数の底上げが必要な状況

課

題

札幌医科大学の学則変更の届出先を、国から北海道とする

地方独立行政法人である札幌医科大学の
設立団体である北海道に権限を移すことにより
北海道において独自に定員を決めることができ、

「地域医療への貢献」という札幌医科大学の目的を達成することが可能

目指すすがた

権
限
移
譲

国 北 海 道

札幌医大
（地方独立行政法人）

・医大の定員増の届け出は実質的に
認可制であり、独自に決められない

設立団体である北海道と
札幌医大で北海道の地域医療
に着目した対応ができる

札幌医大
（地方独立行政法人）

（届出） （届出）
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答 申 １



労働者派遣法に基づく医師派遣地域の拡大

現

 

状

・労働者派遣法による医師の派遣は次の場合のみ認められている。

 

(1) 産前産後休業、育児休業、介護休業を取得した労働者の業務を行う場合

 

(2) へき地に所在する病院・診療所等において行われる医業

・「へき地」の指定は厚生労働省令で定められているが、道内市町村のうち次の

 

市町村が除かれている。

 

札幌市、江別市、恵庭市、北広島市、小樽市、滝川市、室蘭市、登別市、苫小牧市、東川町、

 

東神楽町、上富良野町
・これら市町について、必ずしも、医師確保が十分ではない地域もあり、北海道の実情に合って

 

いない。

課

 

題

道内における医師派遣のできる地域の拡大

へき地指定の権限を道に移すことにより
北海道において独自に指定を行い、

地域の実情を反映した医師派遣が行える。

目指すすがた

法
令
改
正

民間病院

労働者派遣法施行令の改正

民間病院

・「道内一部地域」には派遣できない

民間病院

「へき地」指定を北海道が行い、
より実情に即した医師派遣が
行えるようにする

派遣地域は北海道条例で定める

民間病院

答 申 ２
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地方公務員派遣法に基づく医師派遣先の拡大

現

状

・道職員である医師の民間病院への派遣は、法令及び条例により医療法人、日

 

本赤十字社等に行っている。

・現在、医師が一人しかいない市町村は道内に２９あり（全市町村の１６％）、この

 

地域での医師確保（後継者、交代要員等）が求められている。

・法令の規定により、個人・会社経営の病院・診療所には医師を派遣できない。

・特に医師一人地域における医師確保について、地域における公正、公平な診療

 

機会の確保についてあらゆる可能性を確保する必要がある。

課

題

道職員医師の個人・会社経営の病院・診療所への

 

派遣が可能な体制をつくる

道職員医師を地方の個人・会社経営の病院・診療所に派遣することにより、
地域の診療機会を確保し、道民の生命を守るという、

自治体の基本的な役割を達成できる

目指すすがた

道職員医師

医療法人等
個人・会社経営の
病院・診療所

法令の改正

道職員医師

法令の規定により
派遣できない

法令改正により
派遣可能に

派遣先は北海道条例で定める

医療法人等
個人・会社経営の
病院・診療所

答 申 ３
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J A S 法 に 基 づ く 監 督 権 限 の 移 譲

現

 

状

・JAS法では、本社や工場などの所在地により、管轄が国と道に分かれている。

・違反した道内業者への対応も、指示は道、措置命令は国と分かれている状況

・道内業者等への監督権限が国と道に分かれているなど、国と道の役割分担が

 

明確でなく、それぞれが北海道全体の状況を把握できる状況にない。
・また、道は違反者に対して指示までしか行えず、最終権限である措置命令の権

 

限がないことから、通報受理から処分までを一貫して行うことができない。

課

 

題

JAS法に基づく指示・監督権限の移譲

目指すすがた

道 国

措置命令 × ○

指 示 ○ ×

報告徴収 ○ ○

立入検査 ○ ○

申出受理 ○ ○

道

○

○

○

○

○

権限移譲

当該部分の国の事務費・人件費 財源移譲 交 付 金

道 域 業 者
（本社・工場等ともに道内のみにある）

道域業者の本社・道内工場等への指示・監督権限

・道内のみに本店と工場等を構える業者については、
北海道が通報受理から是正まで責任を持って迅速かつ効率的に対応する。

・疑義案件の移送により生じていた立入検査等の重複の解消が図られ、
行政の効率化に寄与する。
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答 申 ４



水道法に基づく監督権限の移譲

現

状

・水道法施行令では、水道事業等の認可・監督権限は、給水人口が５万人を超え

 

る水道事業及び一日最大給水量が２５千tを超える水道用水供給事業は国、そ

 

れ以下は道である。

・給水人口５万人を超える道内の水道事業者：１９

 

一日最大給水量が２５千tを超える水道用水供給事業者：４

・北海道は水源から海まで他県にまたがることがないため、水利調整が不要

・監督権限を持つ国は、厚生労働省直轄で対応しているため、緊急時に現地で速

 

やかな指示が行えない。
課

題

・道に監督権限がないため、平時において当該水道事業者の現状把握ができない。

水道法に基づく監督権限の移譲

平時における指導・監督

国の所管

（２３箇所）

道の所管

（８２箇所）

体 制 厚生労働省

（水道課）

保健所が対

 

応（26箇所）

給水人口
H17年度末現在

４０３万人

 

（74%)
１４４万人

 

(26%)

立入検査 概ね

 

５年に１回
概ね

 

毎年１回

認可手続等 国に出向き

 

調整
保健所経由

 

で道

緊急時における指導・監督

地域住民のライフラインである水道は、身近な北海道

 

が指導監督するべき

・本省（東京）と現地間の距離に

 

より情報収集等の対応に遅れ

・道に認可資料がなく、詳細な状

 

況判断不可

・道には情報を入手する権限なし

現状では道は水道法に基づく対応
ができない状況に置かれている

目指すすがた

北海道 道内全ての
水道事業者

指導・監督

迅速できめ細かな対応が可能

権限と指導に要する財源を移譲

答 申 ５
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